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▼
対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
人　
▼
投
票
期
間　
９
月
17
日
㈫
〜

10
月
16
日
㈬　
▼
投
票
場
所　
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
（
教
育
委
員
会
庁
舎
）、
情

報
公
開
室
、
支
所
・
連
絡
所
、
公
民
館
、
図
書
館　
▼
投
票
方
法　
投
票
場
所
に

あ
る
投
票
用
紙
に
記
載
の
候
補
名
か
ら
選
ん
で
投
票　
（
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
）

（
仮
称
）八
千
代
市
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
名
称
の
市
民
投
票

　
▼
掲
載
期
間　
１
か
月
を
基
本
単
位
と
し
て
、
最
長
で
26
年
３
月
31
日
㈪
ま

で　
▼
規
格　
縦
60
ピ
ク
セ
ル
×
横
１
５
０
ピ
ク
セ
ル
。
容
量
20
キ
ロ
バ
イ
ト

以
内
。
デ
ー
タ
形
式
は
Ｇ
Ｉ
Ｆ
、
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
ま
た
は
Ｐ
Ｎ
Ｇ
。
動
画
不
可　

▼
掲
載
料　
１
か
月
２
万
円　
▼
申
し
込
み　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
「
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
広
告
掲
載
要
領
」を
確
認
し
、市
が
委
託
す
る
広
告
代
理
店
に
申
し

込
み
を
。
作
成
に
か
か
る
費
用
は
自
己
負
担
で
す　
▼
申
込
先　
㈲
八
千
代
折

込
広
告
（
４
８
３
）０
６
２
７
／
ゆ
り
の
き
台
７

－

５

－

３  （
広
報
広
聴
課
）

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

高齢者のみなさんの生活をサポートします

市の高齢者福祉サービス
　「ひとり暮らしの生活が不安」「介護認定されなくても受けられる
福祉サービスはないのかな」そんな悩みを持った人はいませんか。
市では、介護保険制度以外にも市独自の高齢者福祉サービスを提供
しています。今回は、その中から代表的なものを紹介します。

　
「
八
千
代
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
実
施
要
項
」
に
基
づ
き
、（
仮
称
）

八
千
代
市
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例（
骨
子
案
）へ
の

意
見
を
募
集
し
ま
す
。
意
見
を
提
出
で
き
る
人
は
、市
内
に
住
所
を
有
す
る
人
、

市
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る
人
、
市
内
の
事
務
所
ま
た
は
事
業
所

に
勤
務
し
て
い
る
人
、
市
内
の
学
校
に
在
学
し
て
い
る
人
、
当
該
事
案
に
利
害

関
係
を
有
す
る
人
で
す
。
意
見
に
対
し
て
の
個
別
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
▼
募
集
期
間　
９
月
17
日
㈫
〜
10
月
16
日
㈬
必
着　
▼
公
表
場
所　
文
化
・

ス
ポ
ー
ツ
課
（
教
育
委
員
会
庁
舎
）、情
報
公
開
室
、支
所・連
絡
所
、公
民
館
、

図
書
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
▼
意
見
の
提
出
方
法
・
送
付
先　
募
集
期
間
中

に
公
表
す
る
骨
子
案
に
記
載　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
課
）

（
仮
称
）八
千
代
市
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
へ
の
意
見
を
募
集

　
昨
年
、
国
会
で
関
連
法
が
成
立
し
た
こ
と
を
受
け
、
幼
児
期
の
学
校
教
育
・

保
育
や
地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
制
度
」
が
27
年
度
に
ス
タ
ー
ト
す
る
予
定
で
す
。
新
制
度
で

は
、
消
費
税
引
き
上
げ
に
よ
る
増
収
分
の
一
部
な
ど
に
よ
り
、
子
ど
も
・
子
育
て

の
支
援
を
充
実
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
向
け
、
市
で
は
市
民
の

皆
さ
ん
の
子
育
て
の
状
況
や
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
事
業
計
画

を
策
定
し
て
い
く
な
ど
、
新
制
度
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

■
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
主
な
内
容　
①
質
の
高
い
幼
児
期
の
教
育・

保
育
を
総
合
的
に
提
供
し
ま
す
。そ
の
た
め
、幼
稚
園
と
保
育
所
の
良
さ
を
あ
わ

せ
持
つ「
認
定
こ
ど
も
園
」の
普
及
を
進
め
ま
す　
②
待
機
児
童
解
消
の
た
め
、

保
育
の
受
け
入
れ
人
数
を
増
や
す
と
と
も
に
、
子
ど
も
が
減
少
傾
向
に
あ
る
地

域
の
保
育
を
支
援
し
ま
す　
③
子
育
て
の
相
談
や
一
時
預
か
り
の
場
を
増
や
す

な
ど
、地
域
の
子
育
て
を
一
層
充
実
さ
せ
ま
す　
※
詳
し
く
は
内
閣
府
Ｈホ
ー
ム
ペ
ー
ジＰ「
お

し
え
て
！
子
ど
も・子
育
て
支
援
新
制
度
」を
ご
覧
く
だ
さ
い（
元
気
子
ど
も
課
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
に
向
け

取
り
組
み
を
進
め
て
い
き
ま
す

ひとり暮らし高齢者向けのサービス

その他のサービス・制度

認知症高齢者のためのサービス

在宅生活を支援するサービス

◆配食サービス　自力では調理ができない高齢
者に栄養バランスの取れた食事を提供すること
で、食生活を改善し、健康維持を図ります。指
定業者からお弁当を手渡しすることで安否確認
も行います。１日１食、希望する曜日の夕方に配
食。１食あたり300円を助成します。※65歳以上
のみの高齢者世帯で、調理が難しい場合も対象
◆緊急通報システム　家庭内での急病や事故な
どの緊急時に、ボタンを押すだけで外部に通報
ができます。設置や利用は無料ですが、ＡＤＳ
Ｌ回線の場合、変換機7,000円（税別）の購入費
がかかります。※74歳以下の人は、介護保険の
要介護・要支援認定を受けている人が対象です

◆日常生活用具の給付・貸与　火の消し忘れな
どの不安がある人に、生活用具を給付・貸与し

ます。前年所得税非課税の人が対象です。
【給付】自動消火器・火災警報器・電磁調理器
【貸与】老人福祉電話（市が契約する回線）

■地域の民生委員に気軽にご相談ください
　市では、ひとり暮らしの高齢者が安心して
生活できるように、民生委員と連携を図り、
見守り・訪問活動の体制を整えています。
　民生委員は厚生労働大臣から委嘱されて活
動しており、生活に困っている人たちの相談
や助言を行います。困ったときは、気軽に民
生委員へご相談ください。
■ひとり暮らしの登録を
　ひとり暮らし高齢者向けのサービスを受け
るには、登録が必要となります。市に申し出
があった場合、地区の民生委員が自宅を訪問
して生活状況などを確認し、長寿支援課に報
告します。登録された情報は、長寿支援課、
地域包括支援センター、民生委員で共有し、
連携を図っています。
? ひとり暮らし高齢者とは…日中・夜間を問
わず、ひとりで生活している65歳以上の人。
同じ敷地内に親・兄弟・子どもなどの親族が住
んでいる、隣や向かいなどに親族が住んでい
る場合はひとり暮らしの登録はできません。

◆介護用品購入費助成制度　　　　　紙おむつ
や尿とりパッドなどの介護用品購入費用を、月
5,000円を限度に支援する制度です。対象者は介
護保険要介護認定４または５と認定された65歳
以上の人などを在宅で介護している家族です。

◆ＳＯＳネットワーク　徘
はいかい
徊により行方不明

となった高齢者を、警察署などの協力団体に
よるネットワークや防災行政用無線を利用し
て、早期に発見・保護します。八千代警察署
で捜索願の手続きが必要となります。
◆徘徊高齢者等情報メール　※３ページ参照
◆はいかい高齢者家族支援サービス　徘徊す
る心配のある高齢者にＧＰＳ電波を発信する
小型端末を持たせること
で、行方不明になった際
にどこにいるかを確認で
きるサービスです。利用
料は月額500円です。

◆高齢者ホームヘルプサービス　介護保険で
認定されなかった、ひとり暮らしの高齢者な
どが、自立した生活を過ごせるようホームヘ
ルパーを派遣します。派遣は原則として週２
回で、利用料は１時間あたり310円です。
◆生きがいデイサービス　介護保険で認定さ
れなかった、外出や交流の機会が少ない高齢
者が、デイサービスセンターに通所して生活
支援などを受けられるサービスです。利用は
週１回まで、利用料は１回あたり560円です。
◆ミニデイサービス　地域の60歳以上の人が
気軽に参加できる交流の場として、市内８か
所で行っています。事前の申請は必要ありま
せん。利用は無料ですが、お茶菓子代などの
実費がかかります。※送迎はありません。自
力で施設に通える人が対象です

◆災害時要援護者登録制度　災害時に自力で逃
げることができない、手助けが必要な人の情報
を関係機関と共有し支援体制を整える制度で
す。対象者は要介護認定３以上と認定された人、
ひとり暮らしの人、高齢者世帯で暮らす人、認知
能力の低下のある人です。※障害がある人も登
録できます。詳しくは、障害者支援課へ

▲

位
置
情
報
端
末
機

▲

設
置
機
器
一
式
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小
型
端
末
の
ボ
タ

　
ン
を
押
す
と
外
部
に
通
報
さ
れ
ま
す

要認定


